
 

1 

 

舵故障による港湾施設損傷事故 

（１） はじめに 

 2009年 8月及び 2011年 4月に河川を航行中のケミカルタンカー及びバルカー（何れも 約 G/T 

20,000）において舵故障が原因による港湾施設損傷事故が発生しました。 

 その後の原因調査において操舵機の同様な機器の一時的な故障が原因であろうとの見方がなさ

れましたが、操舵機メーカーによる事故後の調査では両ケースとも故障原因の特定までには至り

ませんでした。 

 一方、操舵機のトラブル発生時、船

橋にいた当直乗組員がパニックにな

り、緊急復旧措置が適切に行われなか

った（操舵機の取扱い説明書通り実施

されなかった）ことも事故の要因の一

つと考えられています。 

 

 同じような事故を再発させないた

め、事故概要と対策を取りまとめまし

たので、皆様のロスプリベンション推

進の参考になれば幸いと存じます。 

                       （この写真は本文とは関係ありません） 

（２） ケース１ 

 2009 年８月に積荷を終え、パイロット嚮導により河川航路を河口に向かって航行中、舵が右

10 度の位置から戻らなくなり、当直航海士・操舵手がパニックに陥りながらも ノンフォローア

ップ操舵を含むステアリングシステムの切り替えを試みましたが復旧せず、至近に係留されてい

たフローティングドックに接触。本船とフローティングドックに大きな損傷を発生させました。 

 勿論、パイロットと船長は本船の行脚を止めるために、機関後進と緊急投錨を行いましたが、

間に合いませんでした。 

 

 事故発生時の当直員の供述や VDR（航海記録装置）の音声解析の結果、トラブル発生時にステ

アリングシステムフェイルの警報が鳴っていたことが確認されました。 

 

調査の結果、１号操舵ユニットの Solenoid Valve（制御用電磁弁：操舵スタンドの信号を受け、

油圧ラインを制御）に異常が発生し、Hydraulic Lock（油圧ライン制御不能）状態になったこと

が想定されました。この異常は衝突直後に解消し、事故後にメーカーが調査を行った際には再現

性がなく故障した原因の特定には至りませんでした。 

 念のため、Solenoid Valveを交換し、その後、トラブルは発生していません。 
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（３） ケース２ 

 2011年 4月に積荷を終え、パイロット嚮導により河川航路を河口に向かって航行中、舵が左 8

度の状態で制御できなくなり、当直航海士が船

橋のステアリングコントロールパネルの操作で

復旧を試みましたが復旧せず、至近に係留して

いたバージと岸壁に接触。 

本船、バージ及び岸壁に大きな損傷を発生させ

ました。 

 ケース１同様、パイロットと船長は本船の行

脚を止めるために、機関後進と緊急投錨を行い

ましたが、間に合いませんでした。 

 その後の調査で、次のような状況が判明しま

した。                       （この写真は本文とは関係ありません） 

事故発生の約 2分前に、No.1 Hydraulic Lock 表示が船橋のステアリングコントロールパネル

で点灯してアラームが鳴りました。当直航海士はこれを「誤表示」と判断してアラームブザーを

停止し、継続航行しました。 

その約 2 分後に再度アラームが鳴りましたが、当直航海士は詳細に点検することなく、ブザー

を停止しました。このときに、No.1 操舵システム運転表示が消灯している事に気付き、No.1 操

舵システムを再起動させるために「START」ボタンを押しましたが、その直後に操舵不能に陥り

ました。 

 

 実は、この事故の前にも時々同じ警報が鳴っていたこと、また、出港前の舵テストに於いても

警報が鳴ったのですが、いずれもブザー停止ボタンを押したところ復旧していたので、今回も同

じように誤警報と思い込んでいたことが事情聴取で判明しました。 

 

 本船の場合、ケース１と異なり、船橋のステアリングコントロールパネルには電源喪失・過負

荷・Hydraulic Lockなど、機器トラブル毎の警報がランプとブザーで知らせる装置が設置されて

いました。そして、Hydraulic Lock Alarmは文字通り Solenoid Valve系統にハイドロロック現

象が発生した場合に警報するようになっていました。 

 

 事故後の操舵機メーカーによる調査でも、ケース１同様、機器トラブルは発見できませんでし

たが、念のため Solenoid ValveとMain Valve（舵を動かす油圧を切り替え制御するバルブ）を

交換しました。 

 取り扱い説明・指示書によると、１号、2 号機の並列運転時に、Solenoid Valve 系統に異常を

来たした場合に No.1 ハイドロロックアラームが表示され、このとき 1 号機を停止することで操

舵可能となりますが、パニックになった当直航海士が復旧を試みようとしている時に、正しいハ

イドロロック解消の操作をせず、誤って２台の操舵装置を停止してしまった可能性もあります。 
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（４） 事故原因 

 メーカーの調査でも機器異常は発見できませんでしたが、Solenoid Valve の故障が直接の原因

と推定されます。しかし、舵が動かなくなったことで船橋の当直員がパニックに陥り、取扱い説

明・指示書に従った復旧パネル操作を取らなかったことが事故に繋がったと判断されました。 

 また、ケース２の場合では事前に予兆が現れていたのですが、警報が鳴ってもすぐに復旧して

いたので、「誤警報」と思い込んでいたことも原因と考えられます。 

 

（５） 再発防止対策 

 機器故障はいつ発生するか誰も予測ができません。ケース１・２とも、出港前に操舵機のテス

トは実施して異常がないことを確認していました。（ケース２は、舵テストの時に警報が鳴ってい

たのですが、直ぐに復旧したので誤警報と判断したヒューマンエラーはありますが。） 

 

 しかし、いずれの場合も舵故障が発生した時点で適切な復旧措置方法を乗組員が熟知していな

かったことが間接的な事故原因とされています。 

 

 ヒューマンエラーによる事故を再発させないため、次の対策が求められます。 

 

１ 船毎に異なるタイプの操舵機が設置されていることが殆どです。従って、船長と航海士・操

舵手は自船の操舵機器の取扱い説明書を読み、取扱い方法を熟知しておくこと。 

 

２ 取扱い説明書には、トラブル発生時の対応方法が記載されています。船長と航海士は個々の

トラブル対応方法について熟知していなければなりません。 

しかし、緊急事態発生時は、対処方法を頭で理解していても、冷静に対処できないことも実

情です。従って、トラブル発生時の操作手順を取りまとめ、ステアリングコントロールパネ

ルに掲示しておくことも必要です。 

 

３ 航海士・操舵手に対する訓練 

SOLAS Ch. V Reg.26でSteering Geer; Testing and drillsで操舵機器のチェック方法や操練

が規程されています。非常操舵操練は３ヶ月に一度の実施が決められていますが、主として

非常操舵（機側での手動操作）の方法について操練を行っている場合が多いと思われます。 

これに加えて、トラブル発生時の対処方法について航海士と操舵手を対象にして、その取扱

い方法の訓練を交代時や定期的に実施することも有効です。 

 

４ 誤操作を防止するため、ステアリングユニットの発停ボタンにカバーを掛けることも一案で

す。 
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（６） おわりに 

今回ご紹介した操舵機の故障に起因した事故もそうですが、トラブルが発生するとパニックに陥

ることを完全に防ぐことは難しいのが実情です。 

特にヒューマンエラーを防ぐためにも、日頃の訓練や機器取り扱いに熟知しておくことが乗組員

に求められます。 

以上 
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